
第９３回埼玉県駅伝競走大会（中学校の部） 

競技上の注意事項について 

 

 本大会は、２０２５年度公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則、同駅伝競走規

準、本大会要項の競技規程及び本大会申し合わせ事項に基づいて実施する。  

 

 

１ 出場競技者について 

（１）  チームは監督１名、競技者８名以内（女子）、９名以内（男子）とし、申込み

後の競技者変更は認めない。  

（２）  選手１人の出場回数は、１区間とする。  

（３）  大会当日は、７：３０～８：００に区間とメンバーを記入した選手登録届（様

式１）を受付に提出する。（最終決定）  

提出後、選手変更は特別な事情を除いては、原則として認めない。  

 

２ アスリートビブスについて 

（１）  出場チームは、必ずアスリートビブスをつけること。アスリートビブスのな

い者は出場させない。 

（２）  アスリートビブスは、配付されたものを、配付された大きさのままユニホー   

ムの胸と背に確実につける。 

 

ＮＯ  郡市名  ＮＯ  郡市名  ＮＯ  郡市名  ＮＯ  男子  ＮＯ  女子  

１ さいたま市 ２１ さいたま市 ４１ 久 喜 市 ６１ 鶴ヶ島市 ６１ さいたま市 

２ 川 口 市 ２２ 本 庄 市 ４２ 北 本 市 ６２ 戸 田 市 ６２ 坂 戸 市 

３ さいたま市 ２３ 春 日 部 市 ４３ 八 潮 市 ６３ さいたま市 ６３ 鶴ヶ島市 

４ 川 越 市 ２４ 鴻 巣 市 ４４ ふじみ野市 ６４ 鶴ヶ島市 ６４ 所 沢 市 

５ 熊 谷 市 ２５ 加 須 市 ４５ 富 士 見 市 ６５ 比 企 郡 ６５ さいたま市 

６ 行 田 市 ２６ 羽 生 市 ４６ 三 郷 市 ６６ 川 口 市 ６６ 蓮 田 市 

７ 北足立郡 ２７ 深 谷 市 ４７ 蓮 田 市 ６７ さいたま市 ６７ 鶴ヶ島市 

８ 入 間 郡 ２８ さいたま市 ４８ 坂 戸 市 ６８ 川 越 市 ６８ 川 越 市 

９ 比 企 郡 ２９ 上 尾 市 ４９ 幸 手 市 ６９ 春日部市 ６９ 草 加 市 

１０ 秩 父 郡 ３０ 草 加 市 ５０ 鶴 ヶ 島 市 ７０ 大 里 郡 ７０ 越 谷 市 

１１ 児 玉 郡 ３１ 蕨 市 ５１ 日 高 市     

１２ 大 里 郡 ３２ 越 谷 市 ５２ 吉 川 市     

１３ 加 須 市 ３３ 入 間 市 ５３ 白 岡 市     

１４ 南埼玉郡 ３４ 戸 田 市       

１５ 北葛飾郡 ３５ 朝 霞 市       

１６ 所 沢 市 ３６ 川 口 市       

１７ 秩 父 市 ３７ 志 木 市       

１８ 飯 能 市 ３８ 新 座 市       

１９ 狭 山 市 ３９ 和 光 市       

２０ 東松山市 ４０ 桶 川 市       

 

 

 



３ ウォーミングアップ場と招集について 

（１）ウォーミングアップは、補助陸上競技場を使用すること。  

   使用時間は７：００～１２：００  

   ただし、雨天時は、陸上競技場雨天練習場をウォーミングアップ場とする。 

   なお、使用時間は７：００～８：３０とする。 

（２）招集場所は、選手待機場所（競技場内１Ｆ）とする。北マラソンゲートより入

場する。  

（３）招集は、次の通りとする。  

①点呼の際は、アスリートビブスのついた上衣を着て集合する。  

本人が、ユニフォームのアスリートビブス、シューズを招集所役員に見せる。

ユニフォームは上半身のウエアのデザイン・配色が同一チームと判断できれ

ば、下半身のウエアの形状・デザイン・配色を統一する必要はない。シュー

ズは競技用靴に関する規定（道路競技）を適用する。  

②スタート地点ならびに中継所には係員の誘導で入場する。  

③各区間競技者の招集時刻・先頭通過予定時刻は、次の通りとする。  

【女子】  

区 間  招 集 場 所  招 集 時 刻  先頭通過予定時刻  

第１区走者  選 手 待 機 場 所   ９：３０ ～ ９：４０  １０：００（スタート）  

第２区走者  選 手 待 機 場 所   ９：４５ ～ ９：５５  １０：１０  

第３区走者  選 手 待 機 場 所   ９：５０ ～１０：００  １０：１７  

第４区走者  選 手 待 機 場 所   ９：５５ ～１０：０５  １０：２４  

第５区走者  選 手 待 機 場 所  １０：００ ～１０：１５  １０：３１  

 １０：４１（フィニッシュ） 

【男子】  

区 間  招 集 場 所  招 集 時 刻  先頭通過予定時刻  

第１区走者  選 手 待 機 場 所  １０：４５ ～１０：５５  １１：１５（スタート）  

第２区走者  選 手 待 機 場 所  １０：５５ ～１１：０５  １１：２４  

第３区走者  選 手 待 機 場 所  １１：０５ ～１１：１５  １１：３４  

第４区走者  選 手 待 機 場 所  １１：１５ ～１１：２５  １１：４３  

第５区走者  選 手 待 機 場 所  １１：２５ ～１１：３５  １１：５２  

第６区走者  選 手 待 機 場 所  １１：３５ ～１１：４５  １２：０２  

 １２：１２（フィニッシュ） 

４ 競技について 

（１）競技者は、審判員の指示に従い走行すること。中継所等の走行についても審

判員の指示に従うこと。  

（２）『たすき』は、実行委員会で用意する。（自動記録装置・Ｄタグ入り）  

  （男子は黄色、女子は桃色）  

（３）競技中の『たすき』については、肩から斜めわき下にかけて走るものとし、肩

にかけていない競技者は失格の対象となる。たすきは必ず前走者と次走者の間

で手渡さなければならない。たすき渡しに際して、前走者がたすきを外すのは

中継線手前４００ｍから、次走者がたすきをかけるのは中継後２００ｍまでを

おおよその目安とする。  

（４）たすきの受け渡しは、中継線から進行方向２０ｍの間に手渡しで行わなけれ

ばならず、中継線の手前からたすきを投げ渡したりしてはならない。中継の着



順判定およびタイムの計測は、前走者のトルソーが中継線に到達した時とする。 

（５）中継所において『たすき』を渡し終えた競技者は、速やかに審判員の指示に従  

うこと。  

（６）競技者が途中で競技を続行できない状態になった場合、当該チームのその区

間の競技を無効とする。この場合、そのチームは審判長の指示に従い、次区間

走者から再び競技を続行することができる。  

   また、無効となった区間以外の各区間の記録は認められる。なお、再スター

トの時期は最終チーム走者通過約１分後とする。  

（７）第１走者の出発の要領は、次のとおりとする。  

   スタートの１０分前、５分前、３分前、１分前、３０秒前、２０秒前、１０秒

前を通告する。１０秒前の通告と同時に「On Your Mark」と呼ぶ。競技者は、

「On Your Mark」の合図でスタートラインに並び、ピストルの合図でスタート

する。（１０分前にスタート地点付近に集合して、係員の指示に従い各自のコー

スを確認し、３分前には競技服装になってスタートライン手前に整列すること。） 

（８）競技は原則として、繰り上げスタートはしない。ただし、大会運営上、審判長

の判断によりやむを得ない場合は、繰り上げスタートを行う場合もある。  

（９）コースにおいては５００ｍごとに距離を表示する。  

（１０）競走には伴走、飲食物の補給その他の助力は一切認めない。  

 

５ スタートについて 

（１）第１走者のスタート位置は、代表者会議の受付時に抽選により決定する。  

（２）走る方向に向かって、左側から右へ３列に並びスタートする。  

進行方向 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

 

６ その他 

（１）  応援については、競技・審判の妨げになるので、中継所付近の応援禁止区域

には立ち入らないこと、また競技場階段等での立ち止まっての応援も行わな

いようにすること。走路においては、競技者の妨害になるような行為は絶対

にしないこと。伴走行為も絶対にしないこと。明らかに伴走と認められる場

合には、そのチームを失格とする。  

（２）  各チームのトランシーバーの使用は、大会本部の交信の妨げとなるので、一

桁（０～９）のチャンネルを使用すること。  

（３）  熊谷スポーツ文化公園は、一般利用者も多いので十分に注意すること。特に

ウォーミングアップ時には一般利用者の活動を妨げないこと。その他、代表

者会議での申し合わせ事項を厳守すること。  


